
       コーチングサポート付きニュートンＴＬＴソフト 

合格保証コース契約約款(案) 

 

第１条（目的） 

 株式会社ニュートン及びアップル教育システム研究所（以下甲といいます）は、甲の提供するコーチング付

きＴＬＴ合格保証コース在宅受講生（以下丙といいます）と、その保護者（以下乙といいます）に対する契

約約款を定める。甲は、ｅ－ラーニングのソフト及びコーチングを提供し丙の学習習熟結果に対し合格保証

をするとともに不合格の場合に月額会費の返還を保証するために本入学約款に署名捺印をする。 

 

第２条（契約約款の内容） 

 甲は丙に早稲田大学・慶応大学（以下早慶といいます）、明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・

法政大学（以下ＭＡＲＣＨといいます）、関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学（以下関関同

立といいます）の 11 大学を大学受験合格保証対象大学（以下合格保証対象大学）の文系学部入試の合格に

足る学力の習得を目的として、甲が開発した日米特許取得済の大学受験合格保証ＴＬＴソフト（以下ＴＬＴ

ソフトといいます）とアップル教育システム研究所がＴＬＴソフト学習支援のために開発したコーチングサ

ポートを提供する。 

 

第３条（入学金および会員資格継続に必要な費用） 

 入学および会員資格継続に必要な費用は、次の通りである。 

  １．入 学 金    10,000 円（甲に入学する申込金） 

２．月 額 会 費    ＴＬＴソフト及びサポート利用の月額料金 
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1   360,000  36,000  36,000  324,000  

2   410,000  50,000  40,000  369,000  

3  (  490,000  0,000  50,000  441,000  

4   80,000  40,000  40,000  2  

5  210  144,000  18,000  14,000  129,600  

                     ＊支払い総額には入学金 10,000 円を含んでいます。 

３．夏季・冬季集中（補習）セミナーおよび模擬試験受験費用は別途事前に案内する。 

  ４．センター試験対策のために履修学科を増やす場合の月額受講料は別途事前に案内する。 

 

第４条（合格保証） 

１．甲は、丙に対し、ＴＬＴソフトのＩＤ，パスワードを提供し、ＴＬＴソフトの在宅学習を指導する。 

２．受験に必要とされる科目修得それぞれの学習が全て終了すると科目単位で合格番号が自動生成にて画

面上に表示されるので、丁は、その合格番号をだした丙に対し志望大学合格に足る学力を習得したこと

を確認し、次月以降の月額会費は免除となる。 それ以降 12 月まで継続学習が可能で、12 月に再度Ｔ

ＬＴソフトが集計した、ニガテ１、ニガテ２の項目を履修していただき、その履修が完了すると、最終

の合格番号が自動生成される。その最終の合格番号をもって、合格保証とする（以下「合格保証」とい

います）。  

３．前項の合格保証の認定を受けた丙が、合格保証対象大学のうちいずれかの大学の文系学部を合わせて３

学部以上受験し、そのすべてに合格出来なかった場合、第 5 条に該当したときを除き、甲は、乙に対

し、乙が支払った第 3 条 2 項の月額会費の全額を返還する。ただし入会金は返還対象外とします。 

 

第５条（合格保証の対象外） 

以下の場合は、合格保証の対象外とみなし、月額会費全額返還の対象としない。    

１．論文・自由作文、面接など、学力試験以外に大学が設定する合格基準や条件がある場合。 

  ただし、慶応大学の小論文対策コースを受講の場合は合格保証の対象とする。 

２．別途定める大学難易ランキング表に基づき、志望校・学部と同等以上の大学・学部に合格した場合。 



  例えば、合格保証対象大学のいずれにも不合格となったが、他の国公立大学あるいは同等の難易度の 

大学に合格したような場合。（同等の難易度に関し別途例示する） 

３．理由の如何を問わず、第３条２項に定める大学受験をしなかった場合 

 

第６条（不合格時の月額会費の返還時期） 

 志望大学に合格できなかった場合は、第４条及び第５条の規定に従い受験年度の国公立大学の最終合格 

発表があった日から 10 日以内に月額会費の全支払額を返還する。ただし、ここに言う月額会費は、第３ 

条２項に定めるものであり、入学金、集中セミナー受講料等は含まれない。乙の申請により甲が受講料を返 

金した後であっても乙の申告内容に不正があった場合は、甲が返金した金額に３０％の違約金を加えた額を 

甲は丙に請求する権利を留保する。 

 

第７条（自助努力と学習支援サポート体制の利用） 

甲は丙の学習を支援するため学習支援サポート本部を設置し以下のサービスを提供する。丙は、ＴＬＴソフ

トの在宅学習と、甲の提供する学習支援サポートを積極的に利用し合格保証を得るために自助努力する。 

  １．年間学習カリキュラムおよび学習進捗表の作成支援  

  ２．専任コーチングスタッフによる電話及びメールによるコーチングサポート   

３．ファックス、メールによる学習質問への回答（ＴＬＴソフト関連の質問に限ります） 

  ４．月次学習アドバイスレポートおよび学習進捗表を、乙および丙に送付 

  ５．ホームページによる有益情報の提供 

 

第８条（学習環境の用意） 

乙および丙は、甲の提供するＴＬＴソフトを在宅学習するために甲が別途提示するウインドウズパソコンと

インターネット接続環境を自らの費用で用意をする。丙は、ＴＬＴソフトのインストールや通信環境設定等

に関しては、甲の設置するＩＴ相談窓口の指導を受けることが出来る。 

 

第９条（契約期間） 

 契約の期間は、入学金と第 1 回分のＴＬＴソフト受領後、翌年の２月末日までとする。但し、丙が選択し

た学科の全ての第 1 次合格番号をだした月の翌月からの月額会費は不要とする。一括払いの場合はこの得

点の対象外とする。 

 

第１０条（入学金および月額会費の徴収） 

 乙は、第４条に定められた入学金および月額会費あるいは一括受講料支払うことにより丙の会員資格を取得

し、以降については当月月額会費を当月８日付けで代引きの方法により支払う。 

 甲が提供する夏季および冬季の集中セミナーに関し、乙および丙の参加希望があれば、甲は別途受講料金を

乙より徴収できる。 

 

第１１条（契約の解除と解除に伴う措置） 

１．以下の場合は本契約を解除することができる。 

①乙から解約の申し出があった場合、  

②丙の学習進捗が甲の指導に反し著しく遅滞した場合 

③乙および丙が甲の学習方針に従えない場合 

④乙が甲に支払うべき月額会費を代引き出来なかった場合 

２．上記①②③の場合、契約解除の確定が、毎月２５日迄であった場合翌月分の月額会費の代引きは差 

し止める。契約解除の確定が毎月２６日以降の場合は、翌々月分の月額会費の振替を差し止める。 

月額会費支払い済みの期間は学習が継続出来、その月末にｅ－ラーニングのＩＤ，パスワードは削 

除される。④の場合は、即刻ＩＤ，パスワードの削除をする。 

３．特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により､契約書面を受領した日から起算して 8 日を

経過する日までの間は、書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことが出来る。（クーリン

グオフ）当該契約の解除は当該契約の解除に掛かる書面を発した時その効力を生じ、入学金及び月

額受講料の全額を爾後速やかに返還し、契約解除に伴う違約金又は損害賠償の請求は行わない。 

特定商取引に関する法律第四十九条の中途解約規定により、ｅーラーニングの中途解約は、すでに

受講した期間の相当分の按分割受講料と解約手数料 50,000 円を控除した金額を返還支払する。中途



解約の受付は、毎月 26 日から月末まで及び翌月 1 日から 25 日までの解約申し出でに対し翌々月 1

日からの受講を解約したものとして取り扱う。したがって当月 25 日の中途解約は翌月 1 日からの中

途解約とする。 

 

第１２条（合意管轄） 

 本契約について訴訟の必要性が生じたときは、東京地方裁判所を、管轄裁判所とする。 

 

第１３条（協議事項） 

 本約款に定めのない事項が生じたとき、もしくは、本約款の各事項に疑義が生じたときは、甲乙丙各々誠意

を持って協議解決する。 

 

         平成２０年 １月  日 
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